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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  マウスピースの作製方法であって、印象採得工程、被蓋状態の確認工程、及びマウスピ
ース成形工程を含むことを特徴とする、マウスピースの作製方法であって、
  該印象採得工程が、被験者の上顎又は下顎の歯列及び口腔周囲組織の情報を取得する工
程、及び採得した歯列及び口腔周囲組織の情報に基づき歯列及び口腔周囲組織の模型を作
製する工程を含むことを特徴とし、
  該被蓋状態の確認工程が、
（１）被験者が水平面上に立位又は座位で静止する工程、
（２）被験者が身体を静止させ上顎と下顎の歯が接触していない状態でリラックスする工
程、
（３）被験者が、水平面に対する垂直軸に対して頭位を３０～６０°後方に反らす工程、
（４）被験者が、工程（３）の姿勢を維持しながら、上顎と下顎の歯が接触していない状
態でリラックスした状態を１５～３０秒維持する工程、
（５）被験者が、工程（４）の後に、工程（３）の姿勢を維持しながら、頭位を工程（２
）の際と同じ頭位へ戻しながら、目線を水平面から約５°～１５°程度下方へ落とす工程
、
及び（６）被験者の安静位における上顎及び下顎の前歯の被蓋状態（アンテリアカップリ
ング）を確認する工程
を含むことを特徴とする、マウスピースの作製方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明はマウスピース及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
  従来、スポーツ用又は医療用のマウスピースとして、様々な形状や材質のマウスピース
が提案されてきた。例えば、スポーツの場面では、歯、口腔内組織、又は口腔周辺組織等
を守ることを主たる目的としたマウスピースが求められ、一定以上の厚みや強度をもった
マウスピースが開発されてきた（例えば、特許文献１）。
【０００３】
  さらには、歯や口腔周辺組織等を守ることだけを目的とするのでなく、スポーツにおけ
るパフォーマンス向上をも目的とするマウスピースも開発されてきた。例えば、中心咬合
位で歯を食いしばることができれば最大筋力が向上するとの仮説のもとで、中心咬合位で
食いしばれるようにしたマウスピースが提案されている（特許文献１）。一方、食いしば
りが行われるとパフォーマンスに悪影響を及ぼしうるレベルでストレスホルモンが放出さ
れてしまうとの仮説のもと、食いしばりの完成を抑制ないし妨げる目的で、食いしばり時
であっても上下の臼歯間にスペースが生じるようスペーサーを設けたマウスピースも提案
されてきた（特許文献２）。
【０００４】
  しかしながら、多くのスポーツでは、特定部位の最大筋力が増大したからといって必ず
しもパフォーマンスが向上するわけではなく、俊敏性、柔軟性、速さ、しなやかさ、伸び
といった要素が損なわれてしまえば、たとえ最大筋力が増大したとしてもパフォーマンス
は低下してしまう。この点、歯を食いしばる又は噛みしめるという行為によって、俊敏性
、柔軟性、速さ、しなやかさ、伸び等が低下することもあるため、スポーツのパフォーマ
ンスを向上させるためには、歯を食いしばるという行為は避けられるべきであるといえる
。他方で、従来の発明のように食いしばりの完成を抑制ないし妨げるために臼歯間にスペ
ーサーを設けた場合、結果としてパフォーマンスの顕著な向上は見られなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１５７６５７
【特許文献２】特表２０１１－５１４１８５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
  本発明は、スポーツや日常生活におけるパフォーマンス向上のためのマウスピース、及
びその製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
  従来のマウスピースでは、いずれもマウスピースの食いしばりや噛みしめを前提として
いた。これに対して、本発明者らは、噛みしめることで、俊敏性や柔軟性等が妨げられ、
ひいては疲労をしやすくし、また、そもそも噛みしめ続けること自体が疲労に繋がるため
、結果としてパフォーマンスの低下や怪我や故障につながっているとの考察のもと、噛み
しめることを目的とするのではなく咬合の中立位を想定したマウスピース及びその製造方
法を開発し、本発明を完成させた。
【０００８】
  より具体的には、顎関節の位置が全身の筋肉及び関節と連動した状態でリラックスした
状態の位置（中立位）になるようにマウスピースを作製することで、マウスピース使用時
の全身の筋肉及び関節のバランスを向上させ、ひいてはスポーツや日常生活におけるパフ
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ォーマンスを向上させることを実現した。
【０００９】
  本発明の作用メカニズムの詳細は明らかではないが、以下のようなものが考えられる。
すなわち、全身の筋肉、神経系、及び臓器間ネットワークはそれぞれ連動していると考え
られるところ、そうであるならば、一部の筋肉や関節等に緊張が生じるなどのアンバラン
スな状態が生じた場合には他の筋肉や関節等においてバランスを取ろうと調整が図られる
一方で、ある筋肉や関節が正しい位置（例えば、中立位）にある場合には他の筋肉や関節
においても正しい位置（例えば、中立位）にあろうと調整が図られるものと考えられる。
したがって、本発明によるマウスピースを使用することにより顎関節が正しい位置（中立
位）に誘導されることで、顎関節や関連筋群等の較正（キャリブレーション）が行われ、
それが中枢神経系や臓器間ネットワーク等にフィードバックされることで、全身の較正（
キャリブレーション）が行われ、その結果、スポーツや日常生活におけるパフォーマンス
が向上するものと考えられる。
【発明の効果】
【００１０】
  本発明によるマウスピースによれば、従来のマウスピースと比べ、スポーツや日常生活
におけるパフォーマンスが向上するものと考えられる。例えば、俊敏性、柔軟性、又はし
なやかさを向上をさせることができる。また、本発明によるマウスピースを使用すること
により、全身の筋肉及び関節がリラックスした状態を維持することができ、これにより、
例えば、スポーツ時には、気道が確保され呼吸がスムーズとなり、ひいては疲労しにくく
なり、日常生活においては、肩こりや偏頭痛等の筋緊張の偏りで起こる症状が改善される
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明におけるマウスピースの作製工程の一例を示すフローチャートで
ある。
【図２】図２は、被蓋状態の確認工程において、被験者が水平面上に立位又は座位で静止
した状態を示す図である。
【図３】図３は、被蓋状態の確認工程において、被験者が水平面に対する垂直軸に対して
頭位及び上体を後方に反らした状態を示す図である。
【図４】図４は、被蓋状態の確認工程において、被験者が、図３の姿勢を維持しながら、
上顎と下顎の歯が接触していない状態でリラックスする状態を維持する工程の後に、図３
の姿勢を維持しながら、頭位を図２の際の頭位へ戻しながら、目線を水平面から下方へ落
とした状態を示す図である。
【図５】図５は、バイト材が採得対象となる歯列を頬舌近遠心的に覆った状態（図５の左
側）と、覆っていない状態（図５の右側）を示す図である。
【図６】図６は、マウスピースの臼歯の舌側末端が鶏の鳩尾状となっていることを示す図
である。
【図７】図７は、マウスピース成形工程において用いる成形器及びそれに設置された歯列
模型を示す図である。
【図８】図８は、マウスピース成形工程において、バイト取得工程で得られたバイト材を
用いて、被蓋状態の確認工程で確認した安静位の被蓋状態の位置情報を成形器に記憶させ
る工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
  以下、本発明の実施形態を説明する。ただし、以下の実施形態は、発明内容の理解を助
けるためのものであり、本発明を限定するものではない。
【００１３】
＜マウスピースの作製＞
  本発明におけるマウスピースの作製工程は、（ｉ）印象採得工程、（ｉｉ）被蓋状態の
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確認工程、及び（ｉｉｉ）マウスピース成形工程を含む（図１）。
【００１４】
  本発明における（ｉ）印象採得工程は、被験者の上顎又は下顎の歯列等（歯列及び口腔
周囲組織）の情報を取得する工程、及び採得した歯列等の情報に基づき歯列等の模型を作
製する工程を含む。
  歯列等の情報を取得する方法としては、任意の方法を用いればよく、例えば、印象材と
トレーを使用して歯型を採得する方法や、口腔内をスキャン等することで歯列等情報のデ
ジタルデータを取得する方法がある。この工程では、齦頬移行部まで歯列等の情報を採得
することが望ましい。
  また、採得した歯列等の情報に基づき歯列等の模型を作製する工程についても、M任意
の方法を用いればよく、例えば、歯列等の情報の取得工程において、印象材とトレーを使
用して歯型印象を採得した場合には、当該歯型印象に石膏を流し込んで模型を作製するこ
とができ、口腔内をスキャン等することで歯列等の情報のデジタルデータを取得した場合
には、３Dプリンターやミリングマシンを用いて模型を作製することができる。
【００１５】
  本発明における（ｉｉ）被蓋状態の確認工程は、（１）被験者が水平面上に立位又は座
位で静止する工程（図２）、（２）被験者が身体を静止させ上顎と下顎の歯が接触してい
ない状態でリラックスする工程、（３）被験者が、水平面に対する垂直軸に対して頭位を
３０～６０°後方に、好ましくは４５～５０°後方に反らす工程（図３。頭位を後方に反
らすことに伴い、上体もやや後方に反らせてもよい。）、（４）被験者が、工程（３）の
姿勢を維持しながら、上顎と下顎の歯が接触していない状態でリラックスした状態を１５
～３０秒維持する工程、（５）被験者が、工程（４）の後に、工程（３）の姿勢を維持し
ながら、頭位を工程（２）の際と同じ頭位へ戻しながら、目線を水平面から約５°～１５
°程度下方へ落とす工程（図４。なお、この工程では、頭位を戻した後に目線を下方へ落
としても良いし、目線を下方へ落とした後に頭位を戻しても良いし、又は頭位を落としな
がら目線を下方へ落としても良い。頭位と目線を落としたこの状態の姿勢を「安静位」と
いい、安静位における顎の位置を「中立位」という。）、及び（６）被験者の安静位にお
ける上顎及び下顎の前歯の被蓋状態（アンテリアカップリング）を確認する工程を含む。
なお、ここで確認されている前歯の被蓋状態は、顎の位置が中立位にある状態での前歯の
被蓋状態ということになる。
【００１６】
  本発明における（ｉｉ）被蓋状態の確認工程のうち工程（１）については、立位の場合
は肩幅程度に足を開いて水平面上に起立することが望ましい。他方で、座位とする場合に
は、水平面上に設置した椅子に、被験者の膝の角度が略９０°になるようにし、足裏が全
て付いている状態で、かつ、座面に浅く腰をかけるようにすることが望ましい。
【００１７】
  本発明における（ｉｉｉ）マウスピース成形工程は、（ｉ）印象採得工程で取得した上
顎及び下顎の歯列模型を、（ｉｉ）被蓋状態の確認工程で確認した被蓋状態の位置にして
マウスピースを成形する工程である。言い換えると、顎の状態が中立位でのマウスピース
を作製する工程である。本工程では、任意の方法を用いてマウスピースを成形すればよく
、例えば、（ｉ）印象採得工程で取得した歯列等の模型を設置でき、かつ、当該模型を（
ｉｉ）被蓋状態の確認工程で確認した安静位における被蓋状態で固定できる成形器（コン
プレッサーを内蔵した成形器が好ましい）で、（ｉ）印象採得工程で取得した歯列等の模
型に、マウスピースの素材（例えば、エチレンビニルアセテート、ポリオレフィンなどの
熱可塑性樹脂）を合わせ加圧加熱することで、模型の歯列に対応するマウスピースを成形
することができる（図７及び図８参照）。成形されるマウスピースは、歯列全体を覆うも
のでもよいし、歯列の一部（例えば、臼歯列のみ）を覆うものであってもよい。
【００１８】
  マウスピースを上顎又は下顎一方のみに装着することを想定したものを作製する場合に
は、本発明における（ｉｉｉ）マウスピース成形工程では、マウスピースの下面又は上面
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を、マウスピースを装着する歯列と対となっている歯列との噛み合わせに対応する形状に
なるようにすることが望ましい。また、このような形状を実現するために、掘削加工した
り、加熱軟化した状態のマウスピースに対向する歯列の模型を押し付け圧痕を残したりす
るなどの方法を、適宜選択することができる。特に、上顎又は下顎一方のみに装着するこ
とを想定したものを作製する場合には、安静位における被蓋状態で歯列模型を押し付け圧
痕を付けることで（図８参照）、マウスピース使用時に、マウスピース装着者の顎が安静
位における位置（中立位）に収まりやすくなる。
【００１９】
  本発明における（ｉｉｉ）マウスピース成形工程では、バイト採得工程で取得したバイ
ト材を用いても良い。ここでいうバイト採得工程とは、（ｉｉ）被蓋状態の確認工程で確
認した安静位の被蓋状態での被験者のバイトを採得する工程を意味する。例えば、（ｉｉ
）被蓋状態の確認工程における工程（６）の後、被験者に開口してもらい、口内にバイト
材を置き、その後、閉口させ安静位の被蓋状態へ戻してもらい、リラックスした状態でバ
イト材の硬化を待つことで、バイトを採得できる。
【００２０】
  本発明におけるバイト採得工程では、舌がアンテリアジグに接触することで舌根が咽頭
側へ落ち込み、ひいては姿勢が崩れたり、緊張が生じたりするなどして、安静位の被蓋状
態が影響を受けてしまうことを防ぐため、アンテリアジグの使用を避けることが望ましい
。また、バイト採得は、主として臼歯部を対象として行うが、犬歯が対象となってもよい
し、歯列全体が対象となってもよい。
  また、バイト材は、採得対象となる歯列を、頬舌近遠心的に覆うようにすることが望ま
しい（図５左側参照）。採得対象となる歯列は、歯列全体でもよいし、歯列の一部（例え
ば、臼歯列のみ）であってもよい。ただし、舌が前歯部分のバイト材に接触することで舌
根が咽頭側へ落ち込み、ひいては姿勢が崩れたり、緊張が生じてしまったりすることを防
ぐ観点からは、対象となる歯列は、歯列の一部（特に、臼歯列）であることが望ましい。
【００２１】
  本発明におけるバイト採得工程において、臼歯部のバイトだけでは歯列弓の前後的安定
性が維持できず、安静位における被蓋状態の再現性に不安がある場合には、臼歯部バイト
をポステリアガイドとして用いて、前歯部バイトの採得を行ってもよい。
【００２２】
  本発明におけるバイト採得工程は、バイト材の硬化後に被験者にバイト材を装着しても
らい、顎位のズレの有無を確認する工程を含んでもよい。この工程では、被験者に、左右
や前後に違和感がないか、バイト材が高すぎる（厚すぎる）と感じないか、バイト材が低
すぎること（薄すぎること）で食いしばり時に対合歯同士が接触してしまわないか、等を
確認する。
【００２３】
  本発明におけるマウスピース成形工程には、身体状況テスト工程を含んでもよい（図１
参照）。身体状況テスト工程では、被験者は、硬化後のバイト材を装着した状態と装着し
ない状態それぞれで、前屈、回旋等での柔軟性テストや片足バランス立ちの状態でのバラ
ンステスト、重心動揺軌道跡テスト、重心動揺変位テスト等を行うことで、バイト材の装
着時と非装着時の差異を計測する。なお、被験者は、バイト材を噛みしめるのではなく添
える程度の咬合で装着する。ただし、負荷の高い運動を行う際には、自然に食いしばりや
噛みしめが生じてもよい。
  身体状況テスト工程において、バイト材の装着時と非装着時との間で有為な差が見られ
ない場合は、（ｉｉ）被蓋状態の確認工程又はバイト採得工程からやり直すことが望まし
い。なお、身体状況テスト工程は、硬化したバイト材を用いて行っても良いし、成形した
マウスピースを用いて同様のテストを行うことで代替しても良い。
【００２４】
＜マウスピース＞
  本発明におけるマウスピースは、マウスピース装着時におけるマウスピース装着者の脱
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力状態の顎の位置が中立位になる形状をしていることを特徴とするものである。
【００２５】
  本発明により作製されるマウスピースは、その舌側形態が咬合時の舌ポジションを考慮
したものになっていることが望ましい。また、マウスピースが口腔の奥や咽頭部に接触し
ない形状になっていることが望ましい。具体的には、舌に不必要に接触しない形状や厚さ
にすることが望ましく、また、臼歯の舌側末端が鳩尾状となっていることが望ましい（図
６左側参照）。従来のマウスピースのように臼歯の舌側末端がマウスピースにより覆われ
ていると、使用時に口腔の奥や舌に接触することで嘔吐反応等が生じ、舌が後退・退位し
たり、舌根が咽頭部へ落ち込んだりしてしまい、ひいては気道が減少し呼吸が困難となっ
たり、姿勢が崩れたりするなどして、パフォーマンスの低下に繋がる。これに対し、臼歯
部の舌側末端を鳩尾状の形状にするなど、その舌側形態が舌ポジションを考慮したものに
なっていることで、このような現象を防ぐことができる。
【実施例】
【００２６】
  以下、本発明の実施例及び比較例を説明する。ただし、以下の実施例及び比較例は、発
明の内容の理解を助けるためのものであり、本発明を限定するものではない。
【００２７】
＜マウスピースの作製＞
（実施例１）
１）印象採得工程
  被験者の上顎及び下顎の歯列（齦頬移行部を含む。）の型を、印象材とトレーを使用し
て、それぞれ採得した。その後、取得した歯型印象に市販の石膏を流し込んで模型を作製
【００２８】
２）被蓋状態の確認工程
  裸足の状態の被験者を、肩幅程度に足を開かせ水平面上に立たせて静止させた状態で、
被験者の上顎と下顎の歯が接触していない状態にさせた。その後、被験者にその状態を維
持させながら、水平面に対する垂直軸に対して頭位を約４５°後方に反らさせ、その姿勢
を維持しながら、上顎と下顎の歯が接触していない状態で脱力させた。さらに、被験者に
その状態を２５秒維持させ、その後、頭位を垂直位へ戻させ、目線を水平面から約１０°
程度下方へ落とさせた（安静位）。被験者に、安静位を維持させながら、上顎及び下顎の
前歯の被蓋状態（アンテリアカップリング）を確認した。
【００２９】
３）マウスピースの成形工程
  ２）工程の後、被験者に安静位を維持させたまま開口をさせて口内にバイト材（ＦＰバ
イト、フィード株式会社製）を入れ、工程２）で確認した安静位における上顎及び下顎の
前歯の覆蓋状態（アンテリアカップリング）になるよう閉口させ、バイト材の硬化を待ち
、上顎歯列のバイトを採得した。なお、バイト採得の対象は上顎及び下顎の臼歯部及び犬
歯とし、バイト材が歯列を頬舌近遠心的に覆うようにバイト採得を行った。
【００３０】
  １）の印象採得工程で得た歯列模型を用い、バイト採得工程によって得た硬化後のバイ
ト材を用いて２）被蓋状態の確認工程で確認した安静位における覆蓋状態を再現し、その
状態を成形器に記録させた（図７及び図８）。その後、マウスピース用シート（エチレン
酢酸ビニルシート、山八歯材工業株式会社製）を素材とし、成形器と歯列模型を用いて加
圧・加熱することで、上顎の歯列用マウスピースを成形した。さらに、成形されたマウス
ピースが硬化する前に、対向する歯列である下顎の歯列の模型を安静位における覆蓋状態
の位置関係で押し付けることで、マウスピースの装着面の反対面に圧痕を付けた。
【００３１】
  被験者にマウスピースを装着させた状態と、装着させない状態それぞれについて、前屈
及び回旋に関する柔軟性を測定する柔軟テスト及び片足立ちの状態でのバランステストを
行ったところ、柔軟性テスト及びバランステスト共に、マウスピース装着時のパフォーマ
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【００３２】
＜走力試験＞
（実施例２）
１）マウスピースの作製
  被験者となる走者１及び走者２のためのマウスピースを、実施例１と同様の１）印象採
得工程、２）被蓋状態の確認工程、及び３）マウスピースの成形工程を経て、それぞれ作
成した。
【００３３】
２）走力試験
  実施例２のマウスピースを装着した走者１および走者２に、スタート地点において、ス
タンディング状態のスタート姿勢で静止させた。次に、走者１および走者２に、スタート
の合図と共に、約３０ｍを全力で走行させ、スタート地点から２０ｍの間の区間（「対象
区間」という。）の走行データを取得した。なお、走者には、GPS計測用装置（Ｃａｔａ
ｐｕｌｔ社製  ＯｐｔｉｍＥｙｅ  Ｓ５）を装着させ、走行データを取得した。ここでは
走行データとして、対象区間における平均速度（ｍ／ｍｉｎ）及び対象区間における最高
速度（ｍ／ｓec）を取得した。
【００３４】
（比較例１）
  マウスピースを装着していない状態の走者１および走者２に、実施例２と同様の走力試
験を行ない、走行データを取得した。
【００３５】
  実施例２および比較例１で取得した走行データは、表１のとおりであった。走者１につ
いては、マウスピース装着時（実施例２）が非装着時（比較例１）と比べ、平均速度は１
８．６（ｍ／ｍｉｎ）向上し、最高速度は０．２（ｍ／ｓｅｃ）向上した。また、走者２
については、マウスピース装着時（実施例２）が非装着時（比較例１）と比べ、平均速度
は１７．７（ｍ／ｍｉｎ）向上し、最高速度は０．３（ｍ／ｓｅｃ）向上した。
【００３６】

【表１】
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